伊賀地区社会福祉協議会合併協議会　合併協議項目
◎基本的協定項目

１．合併の方式に関すること

２．合併の期日に関すること

３．新社会福祉協議会の名称に関すること
４．新社会福祉協議会事務所の位置に関すること

５．財産及び債務の取り扱いに関すること

◎その他必要協定項目

６．定款に関すること

７．役員等の定数及び任期、選出区分等の取り扱いに関すること
８．組織及び事務機構に関すること 
９．職員の身分の取扱いに関すること

10．財源財務運営に関すること 
11．公設施設の運営管理に関すること

12．各種事務事業の取扱いに関すること
13．各種募金・貸付・団体事務等に関すること
14．地域福祉活動・ボランティアセンター・会費等に関すること
15．市町村等からの補助事業、受託事業に関すること
16．介護保険事業・支援費事業に関すること
17．その他必要な事項に関すること
